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令和５年度 第６回飯田市これからの学校のあり方審議会 会議録 

開催日時 令和６年３月１８日（月） 19：00～20：00 

開催会場 飯田市役所 C311～C312会議室  

出席者 審議会委員：後藤正幸、田添莊文、大場孝、小澤克平、玉置洋一、小林正彦、湯本正芳、

山浦貞一、山﨑久孝、河合一磨、齊藤達也、下平雅規 

      （オンライン）井出隆安、坂野慎二 （欠）渡邉嘉藏 

オブザーバー：北澤正光（飯田市教育長職務代理）     （敬称略） 

事務局：熊谷邦千加教育長、秦野高彦教育次長、福澤好晃学校教育課長 

    今井栄浩学校教育専門幹、櫻井英人学校教育課長補佐兼総務係長 

佐々木美鈴学校教育課長補佐兼学務係長、麦島隆教育支援係長、 

仲田好寿保健給食係長、倉田奨教育企画係長、 

松下徹統括支援担当専門主査、桐生尊義教育支援指導主事     

配布資料 １ 次第 

２ 第５回審議会までのまとめ 

３ 飯田市の学校を取り巻く教育環境の変化への対応に必要な方策について（一次答 

申案） 

記録者 事務局 桐生尊義 

１ 開会  （進行：学校教育課長） 

進行 皆さんこんばんは。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。ただい 

まより令和５年度第６回の飯田市これからの学校のあり方審議会を始めてまいります。まず本日 

の出席状況でございますが、渡邉委員より欠席のご連絡をいただいておりますので、委員15名 

中 14名の皆様にご出席をいただいております。委員総数の半数以上の出席をいただいておりま 

すので、本会議は成立している旨お伝えをいたします。なお、この審議会につきましては公開で 

の開催ということにしておりまして、会議資料や委員名簿等は飯田市の公式ウェブサイト上に掲 

載をいたしますので、あらかじめご承知いただければと思います。また、毎回のことで恐縮でご 

ざいますが、今回の審議会の会議録につきましても、審議会終了後、事務局でまとめたものを、 

皆様にご確認をいただき、確認が終わりましたら公開いたします。公開にあたりましては、出席 

委員全員の同意が得られた場合に限り、発言した委員の氏名等を記載するものといたしますの 

で、まずここで本日の会議録における発言委員の氏名の公開についてご同意いただけるかどう 

か、お伺いをいたします。いかがでしょうか？よろしいでしょうか？（異議なし）ありがとうご 

ざいます。それでは公開することといたしします。それでは２の教育長挨拶、熊谷邦千加教育長 

よりご挨拶を申し上げます。 

 

２ 教育長挨拶 

皆さんこんばんは。朝夕の冷え込みがまだまだありまた風も冷たいわけですけども、昼間の陽

の暖かさは日増しに強くなっているかな、梅の花等も咲いていい季節に少しずつなっているなと

いうふうに感じておるところでございます。そういう本日はお忙しい中また仕事終わりのお疲れ

の中お集まりをいただきまして、第６回の審議会ご出席を賜りましておりますこと、誠にありが

とうございます。 
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先週のですね、木曜日と金曜日、そして今日ですけども、飯田市内の28校の小中学校の卒業証

書授与式が無事終わりました。私も３校の学校にお邪魔して、今年度からは来賓ということでは

なくて、学校と一緒に主催者側として出席させていただくという形に、コロナが明けてのことで

すので、そのように変えさせていただいて出席をいたしました。実際に教育委員会が出席するの

は４年ぶりになるかなというふうに思います。その間短縮したり、本当に限られた出席者の中で

行ってきたわけですが、久々に手分けをして出席させていただいた学校では、いずれの学校でも

ですね、厳粛な雰囲気の中に子供たちの成長がうかがえる姿、あるいはそれぞれの感謝の思いが

重なり合うそんな大変感動的な卒業式というふうに感じました。 

地域の方々も学校運営協議会の皆さん方を中心にご出席をいただいたところでございますが、

ある学校の保護者の代表の方が謝辞という形でご挨拶をいただいたのですけども、いずれも素晴

らしい謝辞をいただいているんですが、ある方の謝辞の最後の言葉にこんなことがありました。

まず先生方や地域の方にお礼の挨拶の後の最後のところなんですが、子供たちがいたからこそ保

護者が頑張れた、楽しい日々を過ごせて幸せだったと。そういう感謝の言葉が述べられると、保

護者の方も６年生の子供たちも涙を流すと、そういう感動的な場面を一緒に共有させていただき

ました。そうした場面に私も同席させていただいたことの幸せを感じたところであります。 

卒業証書授与式というのは、学校にとって最も大切な行事であるというふうにも言われており 

まして、子供たちにとってもこの大事な節目となるそんな式になったのではないかなというふう

に思います。保護者の皆様方もそれから地域の皆様も、そして先生方もですね、これまでの努力

が報われるそんなひとときではなかったかというふうに思います。学校とは何かっていうことが

不登校の問題もあって問われているところもあるかなというふうに思います。そしていろんなこ

とがあるわけですけども、子供たちが様々な学習あるいは体験、友達との関わりの中で大きく成

長するそんな場所だということを改めて実感をしたところでございます。 

さて今日は６回目の審議会ということになりますが、５回を終えてから第一次答申を作るため

に小委員会を２回開いていただいて、さらに後藤座長さんには最後の詰めもお願いをいたしまし

て本当にありがとうございました。そのようにして今回の第一次答申案を作成いただきましたの

で、ぜひそれについて忌憚ないご意見をいただいてご審議いただきたいというふうに思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

進行 続きまして３会長挨拶。それでは後藤会長よりご挨拶をいただきたく存じます。よろしくお 

願いいたします。 

 

３ 後藤会長あいさつ 

委員の皆さん、ご苦労さまでございます。ありがとうございます。ご参集いただきまして本当

に感謝申し上げます。井出委員さん、坂野委員さん、リモートでのご参加、本当にありがとうご

ざいます。本日はよろしくお願いをいたします。 

ほぼ毎日ウォーキングをしている飯田運動公園でございますけれども、多くの桜の木がありま

して、その開花を毎年楽しみにしている市民や利用者が大勢いるわけでありますけれども、その

桜の木の中に、1 本だけなんですけれども、いち早く咲き始める桜の木があります。詳しいこと
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は私はわからないんですが毎年決まってその木の桜が咲きます。今朝は既につぼみが色づき始め

ておりました。開花間近だなと思って今日ウォーキングから戻ったところであります。 

ただいま教育長さんから卒業証書授与式のお話をいただきましたけれども、ふと思い出す先人

の言葉があります。この時期になると毎年思い出します。「春が来たから、梅の花が咲くのではな

い。梅の花に誘われて、春がやってくるのだ。」いつもその言葉を思い出します。小中学校で本当

に何よりも大事にされている特別活動の儀式的行事、卒業証書授与式、また半月後の入学式、そ

の学びとその指導の意義を改めて時期が来たから行われるのではないということをいつも思い

出しているところでございます。 

本日は本年度、最終の審議会となりました。これまでの意見交換をもとに、一次答申案につい

て小委員会でいろいろ協議をいただいてまいりましたが、本日はその確認等お願いしたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

進行 ありがとうございました。それでは４の報告・説明事項からは後藤会長に進行をお願いでき 

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

４ 報告・説明事項 

（１）第5回審議会の振り返り 

後藤会長 それでは皆さんよろしくお願いをいたします。（１）になりますが第５回審議会の振り 

返りの方、事務局の方からお願いをいたします。よろしくお願いします。 

 

事務局・倉田係長 学校教育課教育企画係の倉田と申します。それでは私から第５回審議会の振り

返りということで第５回審議会の内容についてまとめをご説明いたします。本日資料として机上

に配付してあります資料ナンバー１をご覧いただきたいと思います。この資料につきましては、

前回お示しをしました第４回審議会までのまとめに第５回審議会のまとめを追加したものとな

っております。 

それではめくっていただきまして下に18と入っています18コマ目をお開きいただきたいと思

います。第５回審議会では第４回までの審議会の振り返りと今後の進め方について説明をした

後、飯田市立小中学校の今後のあり方に関する方針の素案について意見交換を行っております。

1枚おめくりいただきまして19コマ目をご覧ください。今後の進め方・方針の素案についてご説

明をした内容の要旨を記載してございます。特に方針の素案でどういったところを補強したかに

ついてですが、背景の部分について学校教育そのものが大きく変化してきているということを追

記したということ、また次の 20 コマ目を見ていただきたいと思いますが、３つの特徴的な教育

の取り組みについて令和５・６年度には取り組みの再構築を行い、その先にはより確かで実効性

の高い小中一貫教育の実践段階を目指していくということ。そしてコミュニティスクール、キャ

リア教育の取り組みを連動させながら、地域の実情を踏まえた特色ある学校作りを進めるという

こと。三つの教育の特徴を生かしさらに発展させていくという考え方を改めて学園構想として整

理をしたということ。これは小中連携・一貫教育の成果と課題の上に立ち、新たな課題も捉えな

がら、確かな学力、生きる力、地域の担い手支え手を育むという構想となります。 
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続いて21コマ目から23コマ目にかけまして、審議の中に出された意見の要旨をまとめさせて

いただきました。特に出された意見の中では、複数の方から非常に小規模な学校において優先的

に議論を進める必要性があるのではないかというご意見をいただきました。また、その他、子供

たちの人間力や社会力を一層強固なものにしていくべきだという、そういう学園構想の必要性を

強く打ち出すべきではないかというご意見ですとか、また評価の仕方等についてのご意見なども

いただいております。そして 18 コマ目に戻っていただきたいと思いますが、本日の第６回目の

審議会に向けまして一次答申の案をまとめていただくように、後藤会長からの発案で、小委員会

を設置するということをこの第５回目の審議会の際に決定をしたというところが第５回審議会

の振り返りでございます。大変雑駁なまとめとなりますが説明は以上となります。よろしくお願

いいたします。 

 

後藤会長 ありがとうございました。ただいまご報告いただきました第５回審議会の振り返りにつ

きまして、何か皆様方、ご発言あるでしょうか？特になしということでよろしいでしょうか？あ

りがとうございます。 

それでは報告事項（２）その他ですが、何か皆様の方から報告等何かございますか。いかがで

すか。事務局は他にはありませんか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

それでは５の審議事項の方に入りたいと思います。 

 

５ 審議事項 

（１）一次答申（案）について 

後藤会長 まず（１）一次答申案についてでありますけれども、前回お諮りをし、小委員会にて、 

一次答申の案をまとめていくということでございました。２回小委員会を開催してまいりまし

た。その小委員会の報告についてでございますけれども、実は田添副会長さんご都合があって小

委員会の方に出られなかったことがございましたもので、私の独断でございますけれども、小委

員の中から山浦委員さんにまとめといいましょうか、報告をまずしていただきたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いします。 

  ※一次答申（案）が配布される 

 

山浦委員 それでは今、後藤会長の話にもあった通り、田添副会長さんに代わって私の方から発表

させていただきたいと思います。これまでの５回の審議会を受けましてその後２回の小委員会を

開催して、答申案の文言について検討をしてまいりました。答申案の内容ですけれども、端的な

表現に心がけたということになりますけれども、その中でも一つは何のためにの目的を明確にす

ること。それから二つ目にどのような学校作りを展望するかの目的地が明らかになること。そし

てどのような方法で、あるいは何を基準に優先順位をつけ選択をしていくかなどの選び進める、

あるいは選び決める過程を大切にする道のりを示すこと。以上の３点を大切にした構成でこの答

申案を作成していますので、ご理解いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは今お手元に配られた資料の答申の部分を読まさせていただきます。 

 

人口減少、少子高齢化が進行し、社会の変化が激しく、複雑で予測困難な時代の中で、国は 
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「令和の日本型学校教育」を掲げ、1 人 1 人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識するととも

に、多様な人々と協働しながら様々な社会変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な

社会の作り手となるための資質・能力を育成していくことを求めている。 

このような状況を踏まえ、飯田市では、これまで取り組んできた「飯田の『キャリア教育』」、

「小中連携・一貫教育」、「飯田コミュニティスクール」を相互に連動・充実させて、小中一貫校

としての九つの「学園」で編成する「学園構想」については、児童生徒1人1人の資質能力を伸

ばすという視点から、有効性を認めるものであり、妥当であると判断する。 

なお、各「学園」において特色ある教育活動を進めるための体制作りが必要であることや、そ

れぞれの「学園」においては、児童生徒数の減少や施設の老朽化が極めて著しい状況もあること

から、「学園構想」を実現するにあたって、以下の点について意見を付すので、これらを踏まえて

さらに検討していくべきであると考える。 

付帯意見 

一つ、学校・家庭・地域と十分協議して検討を進めること。 

一つ、児童生徒数の減少や施設の老朽化が著しい「学園」における学校施設の配置形態を含めて 

あり方検討を早急に進めること。 

一つ、児童生徒を主語にした「学園構想」の実現を目指すこと。 

 

以上となりますが、先ほど申し上げた通り、目的、目的地、それから道のり、それらの内容を込

めた答申となっております。以上です。 

 

後藤会長 山浦委員さん、ありがとうございました。本日はここの協議がメインになりますけれど

も、どうか皆さん方、どういう視点からでも結構ですし、語句等でも結構でございますので、質

問や意見を寄せていただけたらと思います。いかがでしょうか。ちょっと時間を取りましょう。 

 

（1分間ほど時間をとる）   

 

後藤会長 それでは、委員の皆さん方、どこからでも構いませんので、よろしくお願いをしたいと 

思います。３つの構成に文書がなっていることを今、紹介をいただきました。何のために、真ん

中が目的地、道のり、この３つの構成でできているという、今、お話をいただきましたが、どこ

からでも構いませんので、よろしくお願いします。 

（意見が出ない） 

後藤会長 それではリモートでご参加いただいている井出先生、坂野先生に本当に率直な感想をお

聞きしたいと思いますが、いかがですか皆さん、いいですか。意見がなさそうですので。それじ

ゃもう早速お聞きしていけないんですが、坂野先生からいかがですかね。どんな感じがいたしま

すか。 

 

坂野委員 先ほど読ませていただいて、正直言って随分簡単な形でまとめられたかなというのが正

直な感想です。具体的に意見を申しあげづらいのは、その後どういう手順でという６番のその他

のところと関わるんだと思うんですが、これがどう位置づけられて、その後にどういう見通しを
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持ってこのあと進めていくのかっていうことがないと、これで良い悪いっていうのはすごく正直

言って言いづらいなというふうに思います。なのでこれで良い悪いという判断は私には正直言っ

て出来かねますね、というのが正直なところかなと思っております。それで障りがあるってこと

ではないんですが、じゃあ具体に何がどうなるのかなっていうことが見えづらいかなというのが

正直なところです。以上です。 

 

後藤会長 ありがとうございます。今後の進め方の方の、むしろそちらへのご発言がありました。

井出先生いかがですか？ 

 

井出委員 私も坂野先生と似た感じに思ったのですけれど、答申の主要部分については包括的にこ

ういう方向で検討してきて、この方向で行くということですから、その筋書きについては異存あ

りません。今後の方向性等については、付帯意見を参考に想定するのか、あるいは、この方針を

受けて具体的なものに入っていくのか、そのあたりの方向性がちょっと見えにくい気がします。

本文の最後の段落のところをどう整理をしていくのかなと思いました。付帯意見の「児童生徒を

主語にした学園構想の実現を目指すこと」という一文について、これまで議論に参加してきた人

たちは何を言おうとしているのか、お互いに分かると思うんですけれども、市民や第三者が見た

ときに、文章としてどういう構成になっているのか分かりにくいのではないか。例えば、よくあ

るような児童生徒を主人公としたとか、あるいは児童生徒を中心に置いたとか、子供を真ん中に

置いてとか言いますが、児童生徒を主語にしたという表現は、中心とするという意味だと思うん

ですけれども、読む人によってどのようにとるのか、ちょっとわかりにくいかな、と思いました。

以上です。 

 

後藤会長 ありがとうございました。付帯意見のところの一番最後のぽつのところの「主語」とい

う言葉。これまで審議会の中で、子供を中心にしたとか、子供を真ん中に置いてとか、今指摘し

てくださいました。関わって皆さん方からどうですかね。むしろ今、坂野委員さんの方からもお

話がありましたが、これはこれとしても、今後の進め方の方が実は大事になるんではないかとい

うお話をいただきましたが、皆様方いかがですか。方向とすれば、今お話いただいた字句の問題

もありますので、この一次答申案、方向としてのこの案についてはお認めをいただきながら、今

の字句の問題とかあるいは表現のところで加除修正はもちろんさせていただきますが、一任させ

ていただいてこの答申文をお出しするってことでよろしいでしょうか？どうでしょうか？いい

ですか。ありがとうございます。 

それじゃ皆さん方、首を縦に振っていただけたので、それでは一次の答申案としては、その方

向性に関わって、特に何のために、そして目的地をどう考え、どのような道のりでという、この

ことを答申しようということでありますけれども、それについてはお認めをいただけたというこ

とで、ご賛同いただけるということでよろしいでしょうか？ 

 

下平委員 この付帯意見の一つ目のところに学校・家庭・地域と十分協議してっていうことなんで

すけれど、これ教育委員会に提出する書類に、学校と協議してっていうのは教育委員会と協議し

てでは。この学校というのは、どういうことを言ってるのかちょっと私わからなかったんですけ
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れども。学校の管轄って教育委員会だと思うんですが、教育委員会に出す書類にこの学校と協議

してっていうところがちょっとわからないんですが、そのあたりをちょっと教えていただきたい

と思います。 

 

後藤会長 今下平委員さんの方から学校・家庭・地域というこの言い方について、教育委員会に出

すものについて学校っていう、これがいかがかというちょっと思いを持ったということで。いか

がですか、皆さん方。はいどうぞ、お願いします。 

 

山﨑委員 今の意見、非常に賛成です。私もPTA会長やってて、やっぱり校長先生は県からの指示

もあるし教育委員会の指示もあるんで、やっぱりいろいろ話としてもやっぱり教育委員会並びに

県教委の指導ってのは必ずあるんで、それ以上のことは校長先生だって言えないんで、それはや

っぱりもうちょっと裾野を広げたスパンで教育委員会並びに県教委というのはやっぱり大事か

なと思います。 

 

後藤会長 ただいまのご発言は、学校という文言を入れない方がいいというような感じでしょう

か？ここでいうと家庭・地域っていうような。下平委員さんはそういう考え、感じ方ですね。 

 

下平委員 私自身も学校を管轄しているのは教育委員会だというふうに認識していますので、そこ

に答申する付帯意見の中に学校と協議してくださいっていうのはちょっと何かおかしいのかな

というふうに思いました。 

 

後藤会長 ちょっと学校の方はいかがでしょうかね。学校関係者いかがですかね。小林さんなり、

湯本さんなり、いかがですか？ 

 

湯本委員 言われてみればその通りかなというふうに思いますけど、ただ一連の中でいつも教育委

員会から言われても、やっぱり学校と家庭と地域っていうのが今まで小中連携一貫の中でもそれ

ぞれがセットで動いていたもので、それぞれ三者がよく話し合ってというふうな立場で動いてき

ましたので、延長線にあるということでいけばそんなに違和感はないんですけども、でも今、意

見を聞いてるとその通りかなというふうにも思います。 

 

後藤会長 小林さんどうですか。 

 

小林委員 はい。私も確かにそういうふうに感じました。学校と協議を教育委員会とするっていう

とちょっとやっぱりニュアンス的にはおかしいのかなっていう感じがしました。ただ、教育委員

会さんに対して各校の実情といいますかね、そういうものをお互いに感じているものがあるの

で、そういう資料提供というか情報提供というかね、教育委員会さんの判断等に活かす、ぜひこ

ういうことを生かしてほしいという学校の実情はお伝えするような機会はあるのかなと思うん

ですけれど、それは協議ではないのかなっていうふうに思ったりしますので、ちょっと難しいな

と思います。 



8 

 

 

後藤会長 特に今の発言も、何て言うんですかね、なんか全然違う話ではなくて、つまり地域・家

庭の皆さんとも協議をしっかりしていきましょうということの意味合いでいいわけですよね。い

かがですかね、今のことに関して。どうぞ玉置委員さん。 

 

玉置委員 私はそうは思わなくて、学校っていうのはやっぱり学校の現場の先生方といろいろ、い

わゆる地域の子供たちの状況とかいろんな状況を協議するんであって、教育委員会にそれを求め

ても教育行政のことを一緒にやっていけばいいんで、私はもうこの学校・家庭・地域っていうの

は、なんていうんですかね、いろいろ話を進めていくのに欠くことのできない組織だと思ってお

りますので、そんなふうに私は思います。 

 

後藤会長 ありがとうございます。学校イコール教育委員会ではないという考え方ですよね。学校

と家庭と地域と言ったときの学校というのは、現場の先生方、現場の実情、こういうものなんで

すね、という捉え方をしているようです。何か他にありますか。はい、どうぞお願いします。 

 

井出委員 これは教育委員会宛に答申する文章ですから、「教育委員会は」という主語が頭につく

わけですね。教育委員会は学校・家庭・地域と十分協議して検討を進めること。検討するという

のは誰か、どこかというのを明確にする必要があります。あり方審議会から教育委員会に宛てた

答申ですから、あり方審議会自身が検討を進めるわけではない。あり方審議会から教育委員会に

対して、「教育委員会は学校・家庭・地域と十分協議して何々すること」というのであって、答申

を出す側と受ける側との関係からいうとそういう文章になる。その辺の整理が曖昧だと検討する

のがどこかということと、誰と誰と誰が何をするのかというのも不明確になってくる。そこをも

うちょっと整理した方が、先ほどからご指摘いただいている部分も明らかになってくるのではな

いかと思って聞いておりました。 

 

後藤会長 井出委員さんありがとうございます。皆さん方いかがでしょうか？教育委員会に対し

て、その進めるにあたって、付帯意見として申し上げているっていうものが中身であります。そ

れはもう間違いないことでありますので、そのときの教育委員会が、学校・家庭・地域っていう

そういう言い方になっているってことですよね。おそらく意見としては同じだろうと思いますの

で、少し文言については主語の問題もそうですけれども、字句の検討をさせていただいて今の書

き方のところも検討させていただこうと思いますが、いかがでしょうか？ありがとうございま

す。それじゃそんな方向でいきたいと思います。他に何かありますでしょうか？どうぞ。 

 

田添副会長 すいません、田添ですけども、ちょっと家庭の事情ありまして小委員会に欠席させて

いただきました。代わってさっき山浦先生の方でお話いただきましてありがとうございました。

それでちょっと文言のことについて一つお話させていただきたいと思います。答申の６行目です

か。終わりの方に小中一貫校としてっていう言葉が入っていますよね。実は今回の飯田市の小中

一貫の進め方は、やはり小中一貫教育が制度化されておりまして、その制度を活用して小中一貫

教育をやっていくっていう方針が出ているわけです。その制度っていう中に、小中一貫校ってい
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う言葉がね、単独で出てきてないんです。飯田市でやろうとしているのは小中一貫型小学校・中

学校、これは要するに小中一貫教育の制度の中に出てくる言葉なんです。求めているものは全然

変わりませんけども、もし制度を活用してっていうことになっていくと、小中一貫型小学校中学

校。これはもう市の事務局の方で出していただいた資料があるんですけれども、その文言になっ

ていくのかな。そして義務教育学校もいわゆるね、小中一貫校の一つじゃないかという位置づけ

で文言を捉えたんだけども、ちょっと私個人で今ちょっと資料見させていただいて、その制度を

活用していく、じゃあどういう活用をするかっていうと、独自教科の設定、これ要するに制度を

活用するからこういった独自の教科の設定ができるわけで。となると、その制度で言っている文

言は、事務局の方で出していただいているんだけれども、小中一貫型小学校・中学校になってく

るのかなと。ちょっとこの辺のね、制度の中身をよく読んでないんだけども、制度でいけば市の

事務局で出していただいた資料でいくとそういうものになってくるのかなと。そこら辺がちょっ

と。但し小中一貫教育制度っていうね、この制度があるわけですよね。実はこの制度って非常に

私達がこれから小中一貫教育をやっていく上では非常に重要なポイントがいっぱい書かれてい

まして、要するに、小中一貫教育をやる学校については、教員配置の問題とか、あるいは校舎に

関わっての補助金とか、そういった内容も組み込まれているんです。だからそこら辺あたりも、

今後進めていく上ではその制度をしっかりと把握していく必要があるのかなとそんなことを思

いました。 

 

後藤会長 ありがとうございました。小中一貫校という真ん中の段落で出てくるこの言葉、これが

制度の中で使われている言葉ではないので、そこに使われている表現を使っていく方が良いので

はないかというご意見をいただきました。できる限り、そういう方向できているので言葉のここ

はもう当然のように検討させてもらわなきゃいけないなと思います。その他お気づきの件ありま

すか。 

それではただ今いただいた３点をもう一度申し上げますと、それぞれ使われている言葉につい

てが非常に多いわけでありますけれども、一番最初に出ましたのが、付帯意見の一番下にある主

語という言葉。これが果たしてその一般的に理解される言葉かどうか。そして私達自身が審議会

の中で使ってきた子供を中心とか、子供を真ん中に置いてとかいうそういう言葉の方が、という

ご指摘をいただきましたこと。また学校・家庭・地域というこの表記の仕方、表現の仕方につい

て検討が必要ではないかというご意見をいただきました。両方どちらもあるというご意見なんで

すけど、これも一つ検討させていただく表現になろうかと思います。もう一点、ただいまご指摘

をいただいた小中一貫校という言葉、これといわゆる制度との関係、これもご指摘をいただきま

した。 

以上３点についてどうでしょうね。お任せいただいて、表現を直させていただくってことで、

もう1回どこかで集まって見ていただくということでなくてもいいということになれば、一次答

申についてはそういう方向で進めたいと思いますが、いかがでしょうか？ むしろ先ほど井出委

員さんや坂野委員さんからご指摘の、今後のことについてはこれからちょっとまた話があるかと

思いますが。井出委員さん坂野委員さん、一次答申としてただいまご指摘いただいたこと、表現

等は任せていただいて、一次答申をさせていただこうと思いますがいかがでしょうか？よろしい

でしょうか？ 
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井出委員 最終答申には今後の方向性をもう少し明確にしたものを盛り込んだものが出される予

定でしょうから、中間答申はこれでよろしかろうと思います。 

 

後藤会長 坂野委員さんいかがですか。 

 

坂野委員 はい。同じです。 

 

後藤会長 ありがとうございます。それではそういう方向で語句等のことも含めてお任せをいただ

きたいと思いますがよろしいでしょうか？ありがとうございます。それじゃそういう方向で進め

させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

それではその他というのがそこにありますけども、この一次答申に関わってその他で何か皆様

方からご発言があるでしょうか？よろしいでしょうか？ありがとうございます。それでは６その

他の方へ進ませていただきます。 

 

６ その他 

後藤会長 今後の進め方についてですけれども、事務局から説明をいただきたいと思いますが、よ

ろしくお願いいたします。 

 

事務局・倉田係長 それでは私の方から今後の進め方につきましてご説明させていただきたいと存

じます。今ほど一次答申案につきまして会長の方でまた字句等の修正をいただきそれをまとめて

いただくという形のお話がありましたので、また一次答申につきましては、来年度に入りました

ところで、できるだけ早いタイミングでこの一次答申（案）ではなく一次答申として教育委員会

にお出しいただくというような形で想定をしております。教育委員会としては、この一次答申を

受ける形で、教育委員会としての第一次方針の案をまとめていくということを今後予定しており

ます。 

第一次方針の案につきましてまとめるという部分で、また審議会の委員の皆様にも、こちらに

ついては４月下旬ぐらいを想定してございますが、令和６年度第１回目の審議会を４月の下旬ぐ

らいに開催いたしまして、そこで第一次方針の案、こちらについて内容を見ていただきながらま

たご意見をいただく場を設けたいというふうに考えております。年度の切り替え時期ということ

でありまして、役職の交代等もあろうかと存じますが、この来年度１回目の審議会までにつきま

しては、一次答申とのつながりの部分でもございますので、委員の交代のある方につきましても

現在の皆様にご参集いただくような形でお願いをしたいと存じます。 

また、第一次方針の案、審議会の皆様にもご確認いただいた後になりますが、第一次方針の案

ということでさらに広く市民の皆さんにもご意見をいただくというようなところを想定してお

りまして、パブリックコメントにつきましておおむね６月ぐらいになろうかと思いますがその頃

に実施をいたしまして、そこでいただいたご意見も踏まえながら７月から８月ぐらいには第一次

方針を決定するという流れで考えております。私からは以上です。 
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後藤会長 ありがとうございました。本日お認めいただいた一次答申を、年度が変わってできるだ

け早く、私の方から答申をさせていただくってことになるんでしょうか？ありがとうございま

す。それを受けまして、教育委員会では第一次方針、方針を書き上げるということになるんでし

ょうかね。そうするとそれを今のお話だと７月か８月ぐらいですか、確定するのが。それじゃそ

の間に当然のように、この審議会に出していただいて、やっていくということでよろしいでしょ

うか？そういうスケジュールの説明をいただきました。 

一次方針というようなものが何となくイメージでいきますか？いかがでしょうか？どんな形

のようなものなのかの説明は特にないですね。いわゆるあれですか、いわゆる方針だから文章化

されていくような。 

 

事務局・倉田係長 第一次方針についてですが、これまで審議会の中で出させていただきました素

案、それから今後いただきます一次答申ですね、そちらを元に文章化したもので第一次方針とい

うものをまとめていく、そんな形になってまいります。一旦はまず第一次方針の案ということで

まとめさせていただいて、市民の皆さんのご意見をいただきながら最終的には決定をするとその

流れになってまいります。 

 

後藤会長 ありがとうございます。説明をお聞きしていかがでしょうか？委員の皆さん方。特にご

発言ありませんか。それでは今後のこと以外で何か皆さん方からご発言があればいただきたいと

思いますが、いかがでしょうか？ 特にございませんか。今日は非常に時間的にも余裕はあるわ

けですけれども、それでは井出委員さん坂野委員さん、何か少し離れた話でもいいですけれども

何か、感じられたことやらご発言があったらしていただけたらありがたいと思いますが、ありま

すでしょうか？ 

 

井出委員 よくおまとめいただいたと思うんですが、たぶんこれからの山は一次方針をどのように

具体化していくかということになろうかと思います。大変だと思いますが、力を合わせてよいも

のを作っていっていただきたいと思います。 

 

後藤会長 井出委員さん、ありがとうございます。坂野委員さん、いかがですか？ 

 

坂野委員 同じで、このあと実際に具体的なものをどこまで書き込むのかということが多分出てく

るかと思いますので、それをどういう形で取りまとめていくかということになるかと思います。

この付帯意見の部分でもあるんですけれども、それをつくるプロセスが非常に大切だと思います

ので、そこでいろいろな方の意見を伺った上で具体のところ、方針のところもそうですけれども

決まっていくといいのかなと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

後藤会長 どうもありがとうございました。本日は一次答申（案）について確認、ご意見をいただ

きまして本当にありがとうございました。それでは今日予定したところはこれで終了かと思いま

すので、マイクを事務局の方にお返しをしたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。 
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進行 後藤会長、円滑な進行をいただきましてありがとうございました。一旦は第６のその他まで

が終わっておりますが、７の連絡事項を先に事務局から申し上げさせていただきまして、全体を

通じてまた何か皆様方からご意見等ありましたらお伺いできればと思います。それでは７の連絡

事項を事務局から連絡をいたします。 

 

７ 連絡事項 

事務局・倉田係長 私の方から、審議会の委員の皆様への報酬および旅費についてご案内をさせて

いただきます。大変遅くなって申し訳ありません。令和５年度分の審議会に関する報酬と旅費に

つきましてこれから振り込み手続きを進めさせていただきまして、概ね４月の中頃ぐらいまでに

は振り込みをさせていただけるかと存じます。全６回の審議会、また小委員会に出席をされた方

につきましてはそれも加算させていただきまして、報酬と旅費の振り込みをさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。 

 

進行 ただいま事務局から報酬旅費について説明を申し上げました。この点につきまして何かご質

問等がございましたら、お願いしたいんですが、よろしいでしょうか？ はい、ありがとうござ

います。それでは全体を通して皆様方からご意見等はございますでしょうか？ ないようでした

ら、閉会としたいと存じますが、閉会のご挨拶を田添副会長にお願いをいたします。 

 

８ 閉会あいさつ 田添副会長 

どうもありがとうございました。今日で一応第６回の審議会、６回行いましたけれども、一応

形として第一次の答申案ができたこと、本当に良かったなと思います。本当はまだまだ議論をし

なければいけない部分が多々あったんじゃないかと思いますけれども、本当に限られた時間の中

でやることですので、そこら辺はご了解いただきながら、また私達の思いもまた出せなかった思

いもまた教育委員会で汲み取っていただいて、まとめていただくとありがたいのかなとそんなこ

とを思います。 

それで学校のあり方の審議会については、市議会でちょうどケーブルテレビ見ていましたら、

原議員さんですかね、それから女性の方の関島さんですかね、非常に関心を持っていただいて建

設的な意見をたくさんいただいたのかなとそんなことを思います。一つ感じたことはやはり市民

の皆さん方に私達がやってきた小中一貫教育、それからキャリア教育ですね、どのくらい伝わっ

ているのかなっていうあたりが非常にどういうふうに理解されているのかなっていう、私自身も

教育委員会にいたのは平成 26 年ですけど、それで離れてしまうとなかなか情報が入ってこなく

て、学校の評議員とかあるいは学運協ですかね、関わっていたんだけども、なかなかそこではそ

ういった話があまり出てきていないし、どのくらい市民の中に私達のやろうとしていることが浸

透しているかなっていうあたりが、２人の話を聞きながら、中にはあのキャリア教育とは何です

かっていうようなご質問もあったかと思いますけれども、やはりもう少し私達のやっていること

を広くやはり伝えていく必要があるのかなとそんなことを思いました。 

それからやはり今後のことについては誰も言わなかったんだけど、当然学校の適正規模、適正

配置のことが次年度の多分非常に一番の大きな課題になってくるんじゃないかなとそんなこと

を思いますけれども、私達が話し合ってきたのは、これからの学校作りについて話し合ってきた
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わけで、それがどう生かされていくのかなっていうその形が、やはり適正規模、適正配置につな

がっていくような、そういう流れになっていくっていうそういうふうに私達は考えてやってきて

いるわけで、そこらへんのところをまた大事にしていっていけたらいいのかなと、そんなことを

思っております。議会の様子についてはYouTubeで多分見られますね。非常に私達に刺激的なっ

ていうか、ある程度激励の意味を込めて訊かれているんだなと思いますけれども、また見ていた

だくとありがたいのかなとそんなことを思います。 

それでは以上をもちまして第６回のあり方審議会を閉じたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

進行 田添副会長さん、ありがとうございました。本日はそれぞれ大変お忙しいところをご出席い

ただきご意見等をいただきましたこと、事務局を代表して改めて心から感謝を申し上げます。ま

た次年度になりますが、引き続き審議会にご出席をいただき、またご協力を賜れればと思います。 

よろしくお願いいたします。 

今年度最後になりますので熊谷教育長より改めてお礼のご挨拶を申し上げたいと思います。 

 

熊谷教育長 本日はありがとうございました。また本年度６回および小委員会でもですね、ご検討

をいただきまして本当にありがとうございます。一次答申ということで、一番これからの大きな

方向性をご審議いただくということで、私どもとすれば学園構想という方向性、大きな方向性を

お認めいただいたというふうに理解をしておるところでございます。 

しかしその先どうなるんだっていうところがですね、先日の市議会でも議員さんからご意見を

いただいて、そのことも踏まえながら、これから具体的なところをさらに一次方針の中に入れな

がら、ご意見をいただきながら進めていかなければいけないかなというふうに思いました。今日

いただいたご意見も、小中一貫校なのか、小中一貫型なのか、学校と教育委員会の関係はどうあ

るべきなのか、あるいは子供たちを真ん中においてっていうことを国でも私達も言っているわけ

ですが、その意味はどういうふうに考えればいいかということも、大きな方向としては大事なス

タンスかなというふうにも思っております。それぞれの地域あるいは保護者の皆様方、様々な思

いを持っていただいて、この審議会の進め方、内容についても注目をいただいております。 

それぐらい大事なときで、近い未来という意味でも中長期的に見ても、どういう方向がいいか

ということは、大いにこれから具体的に来年度していかなければいけないかなというふうに思っ

ております。その土台について様々なご意見をいただきましたことに感謝を申し上げます。また

井出委員、坂野委員さんからは、非常に俯瞰的に大所高所からご意見・ご指導いただいたことに

も改めて感謝を申し上げます。今日は本当に、またこれまでありがとうございました。大変お世

話になりました。 

 

 


